
 
（グループホーム）   岩手高齢協 ほっと 南仙北 

重 要 事 項 説 明 書 
（令和 6年 6月１日） 

1 概要 
・法人名、種別  岩手県高齢者福祉生活協同組合 （岩手県認可） 
・代表者名    理事長  長山 恵子 
・定員      ９名 （１ユニット） 
・開設年月日   平成１６年４月１日（指定更新日 令和 4 年４月１日） 
・所在地     岩手県盛岡市南仙北 2 丁目３－３７ 
・電話番号    ０１９－６０１－８１６６ 
・Ｆａｘ     ０１９－６０１－８１６５ 
・管理者名    岡市 浩司 
・事業所番号   ０３７０１０１６１０ 

                                        
２ 事業の目的及び運営方針 

（ア） 目的 
認知症を有する方が、家庭的な雰囲気の中でスタッフ当日少人数の共同生活を営みな
がら認知症の緩和促し、自立した生活を送れることを目的とします。 
（イ） 運営方針                                         
当事業所は、認知症対応型共同生活介護の社会的意義と責任を深く認識し、事業経営の
安定とサービス水準の向上に努力するとともに、利用者に対してその権利を尊重し、礼
節と尊厳を持って接するよう努めます。また、利用者が長期にわたり安心かつ快適に暮
らすことのできる共同生活の場として機能するよう努めます。 
 「なごめる」「ほっとできる」「その人らしく」を理念とし、お世話させて頂きます。 
 

３ 職員体制 
従業者の職種   人数   区分      職務の内容 
所長 
介護支援専門員  

１名 
１名 

常勤１名 
常勤１名（兼務） 

施設利用者・職員及び業務の一元的な管理 
対応型共同生活認知症介護計画の作成、介護 

訪問介護  契約にて週／１ 普段の健康管理、緊急時の対応（別紙にて） 
介護従事者 6 名 常勤  6名 

非常勤 ０名 
炊事、掃除、洗濯、その他の家事援助 
介護業務全般 

 
 



 
４ 職員の勤務体制 

勤 務 体 制 
  早番    （ ７：００ ～ １６：００） 
  日勤    （ ９：００ ～ １８：００） 
  遅番    （１１：００ ～ ２０：００） 
  夜勤    （１７：３０ ～  ９：３０） 

 
５ 災害時の対策 
非常時の対応 別途定める消防計画にのっとり対応を行います。 
避難訓練及び防災 
設備 
消防計画など 

別途定める計画にのっとり年２回夜間及び昼間を想定した避難訓
練を、入所者の方も参加して行います。 
・スプリンクラー   各部屋、共用スペース 
・消火器              ３ 
・誘導灯              ３ 
・非常警報・自動火災通報装置    １ 
・非常用照明灯           ５ 
・熱感知器            １７  

消防計画など 消防署への届出日     令和５年６月３０日 
防火管理者        岡 市 浩 司  

 
６ （１）医療連携体制  ゆうゆい（株） ありがとう 訪問看護ステーション 
             電話番号    ０１９―６９９―２３２３ 
  （２）医療連携体制加算について 
             別途にて説明いたします。 
 
７ 協力医療機関等 
医療機関 医院名 

所在地 
電話番号 

本 宮 歯 科  院 長   小 野 寺 政 雄 
４丁盛岡本宮市目２－１０ 
０１９―６３５―２４６４ 

医院名 
所在地 
電話番号 
第２協力医 

川久保病院 
盛岡市津志田 26－30－1 
019－656－4646 
各入所者様の主治医 

       
 



 
８ 設備の概要 
（１） 構造等 

敷 地 ９２４．２８㎡  （２７９．５９坪） 
建 物・構 造 木造１階建 
建 築 面 積 １階 ２６６．０２㎡ （８０．４７坪）グループホーム 
利 用 定 員 ９ 名  

 
（２）居室 
居室の種類 室数 面積（１人あたりの面積） 備考 
居室（１～５）（７、８）  ７ １１．０㎡ 物入れを含む 
居室（６）  １ １１．５㎡ 物入れを含む 
居室（９）  １ １０．７５㎡ 物入れを含む 

 
（３）主な設備 
設備 室 数 面積（１人あたりの面積） 備考 
居間・食堂・台所   １ ５５．８７５㎡  
浴室   １    ５．０㎡  
洗面・脱衣所   １   １７．５㎡  

 
９ サービス内容及び利用料 
（１） 介護保険給付対象サービス 

① 日常生活の援助 
② 認知症対応型共同生活介護計画の作成 
③ 食事（朝７：００ 昼１２：００ 夜１７：００） 
④ 入浴（希望時に入浴出来ます） 
⑤ 介護（生活上必要な介護、ターミナルを含む） 
⑥ 日常生活動作の機能訓練 
⑦ 相談援助サービス 
⑧ その他 

※これらのサービスの中には、利用者の方から料金を別に頂くものもありますので 
 具体的にご相談ください。 
 
 
 
 



 
（２） 利用料金表（負担割合証に基づく） 
  ◎処遇改善加算Ⅰが加算されます。  0.0186%加算 （ 約 5000 円位 ） 
①基本料金 （介護保険給付金の１割負担額）            （1日あたり） 

 基本料金  初期加算 医療連携加算 1
（ハ） 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 

     
要介護１ ７６5 円 ３０円 ３7円      ２２円 
要介護２ ８０1 円   ３０円 ３7円      ２２円 
要介護３ ８２4 円   ３０円 ３7円      ２２円 
要介護４ ８４1 円   ３０円 ３7円      ２２円 
要介護５ ８５8 円   ３０円 ３7円      ２２円 
※ただし、入所後３０日に限って、１日につき上記のごとく基本料金に３0円加算されます。 
※医療連携体制加算については別紙詳細参照の上、同意をお願い致します。（３7 円／日） 
※サービス体制強化加算（Ⅰ）  （２２円／日） ※退去時情報提供加算（250 円） 
※協力医療機関連携加算     （40 円/月） 
※入院時加算  ３ヶ月間に退院が見込まれる場合２４６単位（月に６日間を限定とする） 
※その他の加算については、事実が発生しだい説明しそのつど同意をお願いします。 
②加算料金 

 金  額 
   食 費 （材料費）     １，１００円／日 
   家 賃    ４８，０００円／月 
  日 用 品 費     ６，０００円／月 
 水 道 光 熱 費    １９，０００円／月 

※月の途中での入院もしくは退所になった場合の料金は日割り計算となります。 
（日割り金額） 
 家賃１，６００円／日  日用品２００円／日  光熱費６３４円／日 
 
（３） その他のサービスと料金 

 利用料の全額を負担して頂きます。 
種類  内容  利用料 
理美容代 希望により美容院の出張によ

りサービスが受けられます。 
理容 １回 １，６００円 
美容 １回 ６，０００円 

オムツ代 テープ型オムツ・尿とりパッ
ド・リハビリパンツ  

1 袋単位で購入し翌月請求
致します。 

レクリエーション行事 誕生会・ドライブ 実費負担分がかかる場合が



買い物・季節の行事など あります。 
 
 
その他、日常生活においても通常必要なものに係る費用で、お客様に負担させることが適当
と認められる費用はお客様の負担となります。 
（４） 費用 
 利用料金表の基本料金と加算料金、その他サービスの料金の合計が負担額となります。 
 利用者負担額減免を受けている場合は、減免率に応じた負担額になります。 
 介護保険適用でも、保険料の滞納等により事業者に直接介護保険給付が行われない場合
があります。 
その場合、介護保険給付分と自己負担分を一旦全額お支払いください。 
利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収証を発行します。 
サービス提供証明書及び領収証は、後に利用料の償還払いを受ける時に必要となります。 

〈その他の事項〉 
身体拘束に関する同意書について 
◎当ホームでは基本的に身体拘束は致しません。但し、利用者様の状態が進行し生命及び
身体が危険にさらされる可能性が高く、行動制限を行う以外に代替する看護・介護がない
等、行動制限が一時的なものに該当した場合には、説明し同意を求める場合があります。 
その際は、身体拘束を解除することを目標に鋭意検討を行うことを約束します。 
 

１０ サービス提供証明書内容に関する苦情など相談窓口 
当事業所お客様相談窓口 ほっと南仙北 （受付時間 ９：００～１７：００） 

担当  岡市 浩司  電話 ６０１－８１６６ 
虐待防止委員会 岩手高齢協本部 （茶畑事務所） 

担当  村上   電話 ６５３－５８３０ 
岩手県・盛岡市お客様 
 苦情相談窓口 

岩手県福祉サービス運営適正化委員会 
〇ふれあいランド岩手内   ６３７－８８７１ 
〇国保連  盛岡市大沢川原３丁目７番３０号 
担当  介護保険課分室   ６０４－６７００ 
盛岡市役所 介護保険課   ６２６－７５６２ 
 

 
１１ 夜間緊急時の対応機関 

連絡先 ありがとう 訪問看護ステーション 
電話番号 ０１９－６９９－２３２３ 

 



 
 
 
１２ 住居の利用にあたっての注意事項 

来訪・面会 面会時間 ９：００～２０：００ 
面会等の希望がありましたら、事前に電話を頂ければと思いま
す。 
利用者の体調不良や感染症が蔓延した場合は面会制限をする時
があります。 

外出・外泊 外出・外泊の際には、必ず行き先と帰所の日時を事前に職員に申
し出て下さい。  （別紙提出のこと） 

居室・設備器具の利用 本来の用法に従ってご利用下さい。これに反したご利用により 
破損及びトイレつまりなどが生じた場合、弁償して頂くことがあ
ります。（業者依頼した場合） 

喫煙 ホーム内は禁煙です。 
迷惑行為など 騒音・他者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。また用もなく他者

の居室に入らないで下さい。 
所持金品の管理 原則的に自己管理となります。利用者の精神安定の為、少額のみ

ホームで預かるのは可能です。 
宗教活動・政治活動 他者に対する執拗な活動は、ご遠慮下さい。 
動物飼育 現在認めてはいません。 

 
 
当ホームでは２ヶ月に１回（奇数月）運営推進会議を実施しています。 
又、毎年情報の公表及び外部評価（隔年実施で岩手県より許可済み）を第三者評価と捉え実
施しています。 
個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に洩らす事のないよ
うに細心の注意をはらいます。 


